
 

 

東京都民間社会福祉施設運営情報等公表事業実施要綱 

 

平成１６年３月３０日付１５福総画第４０６号 

平成１６年７月３０日付１６福総画第１４６号 

平成１９年１月３１日付１８福保総企第６２９号 

平成１９年９月７日付１９福保総企第３４１号 

平成１９年１１月１６日付１９福保総企第４９３号 

平成２１年１月２２日付２０福保総企第７１５号 

平成２３年５月１６日付２２福保総企第１１０１号 

平成２４年３月１６日付２３福保総企第８９３号 

平成２４年３月２３日付２３福保総企第９８２号 

平成２５年１月１６日付２４福保総企第６８４号 

平成２６年５月２９日付２６福保総企第１７４号 

平成２７年３月３１日付２６福保総企第８５９号 

平成２８年５月３１日付２８福保総企画第１３２号 

 平成２９年３月２２日付２８福保総企画第５３８号 

平成３０年２月１５日付２９福保総企画第４９０号 

平成３１年４月２６日付３１福保総企画第６２号 

令和２年 10月 29日付２福保総企画第６９３号 

   

１ 目 的 

東京都民間社会福祉施設運営情報等公表事業は、民間社会福祉施設の運営情報等を利用者に公

表することにより、利用者本位の福祉の実現を図り、都民の福祉の向上に資することを目的とす

る。 

 

２ 事業の種類及び内容 

 （１） 種 類 

  ア サービス改善計画・実施状況の公表 

  イ 財務情報等の公表 

 （２） 内 容 

    別表１のとおり 

 

３ 事業に対する補助 

事業を実施した社会福祉法人等に対しては、東京都が別に定めるところにより予算の範囲内で

補助するものとする。 

 

４ 関係書類の整備等 

事業を実施した社会福祉法人等は、別表２に定める関係書類を整備し、事業完了後、５年間施

設に保管するとともに、福祉保健局長が必要と認めた場合には、その求めに応じ提示又は提出し

なければならない。 

 



 

 

 

５ 報告書の提出 

事業を実施した社会福祉法人等は、事業の実施内容等を別表２に定める日までに同表で定める

様式により福祉保健局長に提出しなければならない。 

 

附 則（平成１６年３月３０日付１５福総画第４０６号） 

第１ この実施要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

 

第２ 本則の２（１）②及び③に掲げる事業については、実施期間を平成２０年度までとする。 

 

附 則（平成１６年７月３０日付１６福総画第１４６号） 

この実施要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 

 

附 則（平成１９年１月３１日付１８福保総企第６２９号） 

第１ この実施要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

第２ 改正後の要綱の規定にかかわらず、平成１８年度の実績報告については、改正前の要綱の規

定及び様式を使用するものとする。 

 

第３ 本則の２（１）に掲げる事業については、実施期間を平成２０年度までとする。 

 

附 則（平成１９年９月７日付１９福保総企第６２９号） 

第１ この実施要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

第２ 本則の２（１）に掲げる事業については、実施期間を平成２０年度までとする。 

 

附 則（平成１９年１１月１６日付１９福保総企第４９３号） 

この実施要綱は、平成１９年１１月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２１年１月２２日付２０福保総企第７１５号） 

第１ この実施要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

第２ 改正後の要綱の規定にかかわらず、平成２０年度の実績報告については、改正前の要綱の規

定及び様式を使用するものとする。 

 

附 則（平成２３年５月１６日付２２福保総企第１１０１号） 

第１ この実施要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

第２ 改正後の要綱の規定にかかわらず、平成２２年度の実績報告については、改正前の要綱の規

定及び様式を使用するものとする。 

 



 

 

 

附 則（平成２４年３月１６日付２３福保総企第８９３号） 

第１ この実施要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

第２ 改正後の要綱の規定にかかわらず、平成２３年度の実績報告については、改正前の要綱の規

定及び様式を使用するものとする。 

 

附 則（平成２４年３月２３日付２３福保総企第９８２号） 

 この実施要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成２５年１月１６日付２４福保総企第６８４号） 

 この実施要綱は、平成２５年１月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２６年５月２９日付２６福保総企第１７４号） 

 この実施要綱は、平成２６年５月２９日から施行する。 

 

附 則（平成２７年３月３１日付２６福保総企第８５９号） 

 この実施要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２８年５月３１日付２８福保総企画第１３２号） 

 この実施要綱は、平成２８年５月３１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年３月２２日付２８福保総企第５３８号） 

 この実施要綱は、決定の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成３０年２月１５日付２９福保総企画第４９０号） 

 この実施要綱は、平成３０年２月１５日から施行する。 

 

附 則（平成３１年４月２６日付３１福保総企画第６２号） 

第１ この実施要綱は、令和元年５月１日から適用する。 

 

第２ 改正後の要綱の規定にかかわらず、平成３０年度の実績報告については、改正前の要綱の規

定及び様式を使用するものとする。 

 

  附 則（令和２年 10月 29日付２福保総企画第６９３号） 

第１ この実施要綱は、決定の日から施行する。 

 

第２ 別表１の規定にかかわらず、令和２年度については、福祉サービス第三者評価の受審及び結

果の公表又は利用者に対する調査の実施及び結果の公表を行うことを要しない。 

 


